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Ⅰ総合戦略策定の背景 

 

 わが国は、2008 年をピークとして人口減少局面に入っている。今後、2050 年には

9,700 万人程度となり、2100 年には 5,000 万人を割り込む水準にまで減少するとの推

計がある。 

 本町においても、少子高齢化や人口減少が速いペースで確実に進んでおり、農業や商

業の後継者も少なくなり、中心商店街では国道沿いの商業集積との競合もあり、空き店

舗が目立っている。 

 日本創成会議の提言によると、当町は全国に 896 ある消滅可能性都市のひとつにな

っている。この消滅可能性都市とは、2040 年頃に若い女性の人口が現在より半分にな

る都市をいう。つまり次世代を担う子どもの出生数が半数以下になり、加速度的に人

口が減っていく自治体である。また、国立社会保障・人口問題研究所の推計に寄れば

高森町の人口は 2020 年に 6,000 人、2060 年には 3,000 人を切るとされている。さら

に、年齢区分別に見ていくと、10 年後の 2025 年頃には 15-64 歳の人口よりも 65 歳

以上の人口のほうが多くなり、2060 年には約半数が 65 歳以上になると予想される。

このように人口が半数以下になり高齢化率も 50％を超えてくると町の機能維持が難し

くなり、合併等消滅の可能性が高くなる。今の子どもたちにふるさとを残すためには

早急な対応が必要となる。
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 そこで、消滅可能性自治体である高森町において、地域の強みや追い風を活かし、「”

高森流美しいまちづくり”を通してずっと住みたいわが町をつくる」をコンセプトに、

「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立するため産

官学金労言の有識者からなる「高森まち・ひと・しごとづくり審議会」（以下「審議会」

とする）を設置し検討を行い、今後５か年を見通した「高森 まち・ひと・しごと創生

総合戦略」（以下総合戦略とする）を策定するものとする。また、策定した総合戦略の

実効性を高めるため審議会において PDCA サイクルによる検証を行うものとする。 
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Ⅱ総合戦略策定の基本方針 

 

 前述の危機的状況を脱するため、国が提示した「まち・ひと・しごと創生」政策５原

則に基づいた、政策を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策５原則 

（１） 自立性 

各施策が一過性の対症療法的なものにとどまらず、構造的な問題に対処

し、地方公共団体・民間事業者・個人等の自立につながるようなものである

ようにする。また、この観点から、特に地域内外の有用な人材の積極的な確

保・育成を急ぐ。 

 具体的には、施策の効果が特定の地域・地方、あるいはそこに属する企

業・個人に直接利するものであり、国の支援がなくとも地域・地方の事業が

継続する状態を目指し、これに資するような具体的な工夫がなされているこ

とを要する。また、施策の内容検討や実施において、問題となる事象の発生

原因や構造的な背景を抽出し、これまでの施策についての課題を分析した上

で、問題となっている事象への対症療法的な対応のみならず、問題発生の原

因に対する取組を含んでいなければならない。 

（２） 将来性 

 地方が自主的にかつ主体的に、夢を持って前向きに取り組むことを支援す

る施策に重点を置く。活力ある地域産業の維持・創出、中山間地域等におい

て地域の絆の中で心豊かに生活できる環境を実現する仕組み等も含まれる。 

 なお、地方公共団体の意思にかかわらず、国が最低限提供することが義務

付けられているナショナルミニマムに係る施策に対する支援は含まれない。 

（３） 地域性 

 国による画一的手法や「縦割り」的な支援ではなく、各地域の実態に合っ

た施策を支援することとする。各地域は客観的データに基づき実情分析や将

来予測を行い、「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「市町村ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、どう戦略に沿った施

策を実施できる枠組みを整備する。国は、支援の受け手側の視点に立って人

的側面を含めた支援を行う。 

 したがって、全国的なネットワークの整備など、主に日本全体の観点から

行う施策は含まれない。施策の内容・手法を地方が選択・変更できるもので

あり、客観的なデータによる各地域の実状や将来性の分析、支援対象事業の

持続性の検証の結果が反映されるプロセスが盛り込まれていなければなら

ず、また必要に応じて広域連携が可能なものである必要がある。 
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 上記政策５原則に則り、本町に「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を

呼び込む好循環を確立することで、新たな「ひとの流れ」を生み出し、その好循環を支

える「まち」に活力を取り戻し、人々が安心して生活を営み、子どもを産み育てられる

社会環境を作り出す。 

そのため、①しごとの創出②人の流れの創出③結婚・出産・子育て支援の各分野につ

いて、次の施策を実施する。 

  

（４）直接性 

限られた財源や時間の中で、最大限の成果をあげるため、ひとの移転・しご

との創出やまちづくりを直接的に支援する施策を集中的に実施する。地方公共

団体に限らず、住民代表に加え、産業界・大学・金融機関・労働団体・マスメ

ディア（産官学金労言）の連携を促すことにより、政策の効果をより高める工

夫を行う。 

この観点から、必要に応じて施策の実施において民間を含めた連携体制の整

備が図られている必要がある。 

（５）結果重視 

 効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、明確な PDCA メ

カニズムの下に、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客観的

な指標により検証し、必要な改善等を行う。 

 すなわち、目指すべき成果が具体的かつ適切な数値で示されており、その成

果が事後的に検証できるようになっていなければならない。また、成果の検証

結果により取組内容の変更や中止の検討が行われるプロセスが組み込まれて

おり、その検証や継続的な取組改善が容易に可能である必要がある。 
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Ⅲ総合戦略における具体的施策 

ⅰしごとづくり 

人口減少を食い止めるため若者の流出を食い止め、移住定住者を呼び込むには安定した

「しごと」の確保が必要となる。本章では、農林業、観光業、商工業にスポットを当て

て「しごと」の創生・振興を行うために必要な施策を示す。これにより、稼げる高森町

を目指す。 

 

○農林業 

当町では、総面積 175.06ｋ㎡の広い町内を生かした畑作、稲作、畜産、林業が営まれて

いる。また、平成 25 年には阿蘇地域が世界農業遺産に登録されるなど、阿蘇地域の農

業がますます注目されていくことが期待されている。農業は町の産業の根幹を成すもの

ではあるが、農家の高齢化、後継者不足、鳥獣被害の増大など農業に対する課題は山積

している。その中で、阿蘇地域の強みを生かした「稼げる」農業を目指し、先に策定し

た「高森町新農業プラン」に基づき農業雇用の拡大を行う。 

 

基本目標：現在減少傾向にある農業収入の増加傾向への転進 

     農業企業参入の達成（２社程度） 

 

基本的方向 

○ 地域に本来存在する資源（人、土地、物、文化）をもとにして、高森町独自の特

色ある魅力的な農林業の創造を行い、稼げる農業を目指す。 

○ 高森式農林業における情報発信を徹底し、町内外から農林業従事者や農林業企業

が集まる町を目指す。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 自立した経営の実現 

ア） 経営部門と所得の関係についての見直し 

若者から高齢者まで様々な年齢層の農業経営者に対して、それぞれ必要な経

営モデルの策定等を行う。 

 ＫＰＩ：経営モデルの策定 検討会の実施 年５回 

 

イ） 高森型複合経営（耕畜連携）の確立 

 施設農業や畑作において問題になる連作障害等に対応するための取組を検討

する。また、牧野と耕地の相互関係の見直しを行う。 
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ＫＰＩ：高森型複合経営等に関する検討会の設置 

 

ウ） 新たなマーケティング戦略 

 地域内の消費とその他国内市場、海外市場のそれぞれを目指したマーケティ

ングをＩＣＴ等の活用をしながら行う。 

ＫＰＩ：マーケティング調査 

 

エ） 高森ブランドの構築 

 独自の認証制度や地域内に既にある特産品の見直し、新たな加工品作成、統

一パッケージによって高森ブランドの構築を行う。 

ＫＰＩ：高森ブランド商品 ３点 

 

② 将来にわたって持続可能な農業の実現 

ア） 農村コミュニティの構築 

 将来にわたって持続可能な集落を維持していくために、農村コミュニティの

構築を行う。 

ＫＰＩ：コミュニティ数 ２件  

 

イ） 鳥獣被害対策の充実・検討 

 有害鳥獣による農作物への深刻な被害が発生しているため、被害の防止策を

講じる。 

ＫＰＩ：鳥獣害被害 平成 26 年度比 10％減 

 

ウ） 地域に根ざした企業の導入・創出 

 安定した農林業発展を目指すため、企業の参入及び地域発の企業の創出のた

めの検討を行う。 

ＫＰＩ：検討会の設置 

 

エ） ＵＩＪターンの促進 

 開かれた地域を目指し、地域の活性化を図るためＵＩＪターンの支援を行

う。 

ＫＰＩ：ＵＩＪターンによる新規就農者 ３人 

  



 8  

 

○観光 

本町においては、観光施策によって元気で活力ある町の実現を目指し、平成２５年に「高

森町観光立町推進基本条例」を制定した。観光立町を目指すうえで、観光案内だけでな

く、観光客と住民・イベント・飲食・商工業等を有機的につなげていくコーディネータ

ーとなる人材の確保が必要である。これらの人材の育成・確保や観光で稼ぐための基盤

づくり（まちづくり会社の設立等）を行って活気あるまちづくりを行う。 

 

基本目標：観光分野における新規雇用の創出 10 人 

基本的方向 

○ 多様な観光ニーズに対応するため観光協会、農林業従事者、商工事業者など様々

な分野に知識を持つ町民が参画する組織の構築を行う。 

○ 地域内の観光資源を生かした観光コンテンツの造成や、対外的な窓口ともなる観

光コーディネーターの育成を行う。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 観光人材の育成 

ア） 観光立町に向けた意識改革 

観光立町を掲げて、町として観光を産業として売り出していくため、町民の

理解を得る。 

 ＫＰＩ：住民による自主的な勉強会等の開催 年 2 回 

 

イ） 観光コーディネーターの育成 

 観光客と町とをつなぐため、地域内の調整役であり対外的な窓口にもなるコ

ーディネーターを育成し、観光業務の円滑化を図る。 

 ＫＰＩ：コーディネーター2 人 地域ボランティア 30 人 

  

② 観光による雇用先の構築 

ア） （仮称）まちづくり会社の設立 

 外貨を稼げるまちづくりを目指し新たな雇用を生み出し、自立したまちづく

りを継続して行っていくため（仮称）まちづくり会社を設立する。 

 ＫＰＩ：まちづくり会社の構築 

  

イ） 新たな宿泊場所の確保 

 近年増加する宿泊希望者に対応するため、空き家の活用も視野に入れた宿泊

所の確保のため検討を行う。 

 ＫＰＩ：ゲストハウス等に使える物件の絞込み 
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○商工業振興 

近年働き方の変革が行われており、本社オフィスの自分の机についてしごとをするとい

うスタイルから、本社とは別の遠隔地であったり、自宅であったりといった場所に縛ら

れないスタイル（テレワーク）に変わってきている。この時代の変革期において、多様

な働き方に対応するためのテレワークセンターの創設など、新たな就労者の受け入れを

目指していく。併せて、駅前や古くからの商店街の活性化を行い、活気ある町を目指す。 

 

基本目標：起業相談 ３０人 

 

基本的方向 

○ 新規起業者等が地方で事業を行うためには何が必要で何を求めているかなどニー

ズを把握し、必要な整備等を行い就業者の拡大を目指す。 

○ 駅前の活性化や既存商店街の活性化を行い、活気のある高森町の再興を目指す。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 新規起業者の誘致 

ア） 起業土壌の造成 

必要な支援を行うため、起業・本社移転希望者を支援するに当たってのシー

ズ発掘とニーズ調査を行う。 

 ＫＰＩ：ニーズ調査 100 件 

 

イ） 女性起業家の支援 

 近年増加している女性起業家を高森へ呼び込むため、女性活用促進協議会等

の活動を支援する。 

ＫＰＩ：女性起業家 ５人 

 

ウ） 空き家バンクの設置 

 高森に住みたい・働きたいと考える人のために、貸し出しが可能な空き家等

の情報提供を行う。 

 ＫＰＩ：空き家登録軒数 30 軒 

 

エ） 多様な働き方の検討 

 町内にいながらしごとができるように、空き家等を活用したテレワークセン

ターなど多様な働き方を実現するための検討を行う。 

 ＫＰＩ：検討会等の設置 
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② 商店街の復興 

ア） 駅前の活性化 

 活気ある町を目指すため、町の玄関口である高森駅周辺の再整備を行う。 

ＫＰＩ：南阿蘇鉄道高森駅利用者 平成 26 年度比 10％増 

 

イ） 商店街の空き店舗活用 

 活気ある商店街を取り戻すため、商店街に点在する空き店舗の活用を検討・

整備を行う。 

ＫＰＩ：空き店舗利用 ５件 
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ⅱひとの流れの創出 

町の活性化のためには交流人口（町外から町を訪れる人の数）の増加を図る必要がある。

交流人口が増えれば、外貨（町外からのお金）の獲得や人口の増加が見込める。町外か

ら人を呼び込むにはショッピング、飲食、観光、移住などが考えられるが本町では観光、

移住にスポットを当てて各種施策を行っていく。 

 

○観光 

一時的な人の流れとして観光があげられる。観光においては、仕事としての整備も行っ

ていくが、一方で他地域からの流入客の増加及び滞在時間の延長を図っていく必要があ

る。当町近隣を訪れる観光客は RESAS によると、2014 年 7 月の高千穂の流入客数は

12 万人以上で同時期の当町の流入客数 4 万人を大きく上回っている。このように近隣

を訪れる旅行客は数多くいるため、潜在的な旅行客を取り込み町の活性化を図っていき、

併せて当町のファンを増やしていく。 

 

基本目標：日帰り観光客 100 万人 

     宿泊観光客 ８万人 

 

基本的方向 

○ 観光旅行者に選ばれるまちづくりのため、魅力ある食文化の形成や体験プログラ

ムの造成など、観光地としての魅力の形成や観光事業推進組織の構築を行う。 

○ 観光資源の多くが大自然の恩恵によるものであることにかんがみ、資源の保全な

どの取り組みを行い、持続可能な発展を目指す。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

①競争力の高い選ばれる観光地の形成 

ア） 既存施設・資源を活用した観光拠点の整備 

既存の観光施設・資源をさらに観光客に選ばれるようにするための検討・整

備を行う。 

 ＫＰＩ：観光施設を訪れる観光客 平成２６年度比 20％増加 

 

イ） 着地型旅行商品の造成 

 高森町ならではの着地型旅行商品の造成を通じて、広く域外への販売を目指

す。 

 ＫＰＩ：着地型旅行商品を購入した観光客 年間 1000 人 
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ウ） 女性目線での観光商品の造成 

 女性目線での観光商品を作ることによって、女子旅、カップル、ファミリー

といったあらゆる層に受け入れられる観光地を目指す。 

ＫＰＩ：女性向け観光商品数 ５件 

 

エ） 新たな観光分野の開拓 

 景観や観光施設を目的として来る人とは違う人たちへのアプローチをするた

め、体験プログラムや最先端のＩＣＴ機器等を活用した観光振興を行う。 

 ＫＰＩ：新規観光分野における観光客 年間 1000 人 

 

オ）満足度の向上 

   当町を訪れる観光客の満足度の向上を図りリピーターを増やしていく。 

ＫＰＩ：観光客による評価における満足割合 80％ 

 

②他地域との連携 

ア）日本で最も美しい村連合の取組 

美しい景観を誇りとして次世代につなげていくため連合の取組を行う。 

  ＫＰＩ：連合に関連する取組の推進 

 

イ）広域連携施策 

他の自治体・地域とコンテンツ振興や女性の活用促進など様々な分野で連携

することにより、一つの自治体だけでは難しい広域での観光客誘致等を行う。 

  ＫＰＩ：地域間連携 ５件  
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○移住・定住 

長期的な人の流れとして移住・定住があげられる。人口減少に歯止めをかけるため町外

からの移住・定住者を募る必要がある。国の調査によると東京在住者の約 4 割が地方へ

の移住を希望しており、これらの受け皿となることが必要である。当町を移住先として

選んでもらうための魅力作り及びＰＲを併せて行い、またよそモンを受け入れる土壌作

りを行っていく。 

 

基本目標：移住・定住に関する相談件数 50 件 

 

基本的方向 

○ 移住・定住検討者のニーズ調査や、町のシーズの洗い出しなど住みたいまちづく

りを行う。 

○ 移住・定住に関する窓口の設置、空き家バンクの創設等、選ばれるまちづくりを

行う。 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 住みたいまちづくり 

ア） 移住・定住検討者のニーズ調査 

移住・定住政策を進めるにあたって、都会から移住を検討する者が何を望ん

でいるのかを調査し、政策に役立てる。 

ＫＰＩ：ニーズ調査対象 100 件 

 

イ） 利用可能な既存施設・資源の洗い出し 

 移住・定住政策を行うにあたって必要な、居住地やしごと等の情報を整理す

る。 

 ＫＰＩ：ＨＰ等による情報公開 

  

② 選ばれるまちづくり 

ア） 移住・定住に関する窓口の設置 

 移住・定住を希望するものに対するワンストップの相談窓口の開設 

 ＫＰＩ：ワンストップ窓口の設置  

 

イ） 空き家バンクの設置（再掲） 

 

ウ） クリエーター等の誘致 

     クリエーター等創作活動をしている人に高森の景観をアピールし、創作活動
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の場として利用・移住の提案をしていく。 

ＫＰＩ：クリエーター等への売り込み 年２回以上  

 

エ） ＵＩＪターンの促進（再掲） 

 

オ） 移住者の声の集約 

 現在当町に移住して来られている方たちの意見を聞く場を設けて、選ばれる

まちづくりのため役立てていく。 

 ＫＰＩ：移住者会議の開催 年２回 

  

カ） 転出者の声の集約 

 当町出身者で転出しているものから、転出のきっかけや理由等を調査しふる

さとに残ることを選んでもらえる町を作っていく。 

 ＫＰＩ：転出者会議の開催 年１回 
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ⅲ結婚・出産・子育て 

当町は 1995 年頃から出生数を死亡者数が上回る自然減が始まっている。このままでは、

人口は減る一方である。 

そこで若者が希望を持って、安心して結婚・出産・子育てをできる町にすることで、若

者が根付き活気のある町を取り戻す。 

 

基本目標：合計特殊出生率の現状維持（1.83） 

 

基本的方向 

○ 結婚を希望する男女の出会いをお世話して、出会いの場を創出する。 

○ 妊娠女性のケアや、出産後の支援を地域で行っていく。 

○ 教育・スポーツ環境の整備によって「確かな学力」と「豊かな心」を醸成する 

 

具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

① 希望のある結婚をかなえる 

ア） 出会いの場のセッティング 

 結婚を考える男女のための婚活イベント等各種イベントを通じて結婚の希望

をかなえる。 

ＫＰＩ：婚活イベントによる婚姻数 １ 

 

② 安心した出産環境の整備 

ア） 妊娠中のケア 

 プレママ（パパ）教室の開催や妊娠中の健診の助成等、妊娠時の不安をケアし、

安心して出産できるようにする。 

 ＫＰＩ：妊娠時の安心度の向上 

 

イ） 出産後のケア 

 地域での出産後のケアの場（共助の場）を創設することで、出産後の育児の不

安の解消を行う。 

 ＫＰＩ：共助の場の設置 

 

ウ） 子育て支援の実施 

 子育て支援センターの拡充等を検討し、より充実した子育て支援サービスを

実現するため多世代交流型コミュニティセンターの開設を目指す。 

 ＫＰＩ：コミュニティセンターの開設 
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③教育・スポーツ 

ア） スポーツ振興 

 現存のスポーツイベントのほか、合宿の誘致等を通じてスポーツで賑わうま

ちづくりを行う。 

 ＫＰＩ：スポーツ関連事業に関する入り込み客の増加 平成２６年度比 10％ 

 

イ） 高森町新教育プランの推進 

コミュニティ･スクールを基盤とした小中一貫教育、ふるさと教育を推進す

る。あわせて教育環境の整備、高森町教育研究会の活性化を図る。 

 ＫＰＩ：児童生徒の学力向上  
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Ⅳ終わりに 

 

地方創生とは、課題先進地たる地方のアイディアによって地方を活性化していくもの

である。本戦略の策定に当たっても住民や職員のアイディアを基に行っている。それは、

全国画一的な施策では、地域特有の課題に対応できないからである。 

すなわち、画一的に行われる国や県の補助事業に頼っていては課題の解決にはつなが

りにくい。そこで、施策に必要な財源についても単に自主財源、補助金ということだけ

でなく新たな方策を検討する必要がある。例えば、岩手県紫波町のオガールプロジェク

トや長野県下條村のような取組である。このような先進事例に学びながら高森独自の財

源確保策を検討する必要がある。財源の確保ができれば、自立した施策運営が可能にな

り真に町に必要な取組ができる。 

アイディアに基づいた施策を行っていくには様々なアイディアを出し合う場が必要

になる。この場においては、女性や若者などあらゆる人が分け隔てなく意見交換ができ

る必要がある。出る杭は打つのではなく、より伸ばさなければならないのである。 

これまで述べてきたように、地方創生には様々なアイディアを受け入れて実行してい

くことが必要となる。アイディアは一定ではなく常に変動していくものなので、本戦略

についても随時改定を行いながら施策を実行していかなければならない。 

今の子どもたちにふるさとを残すためにも産官学金労言の垣根を越えた幅広い取組

を行っていかなければならない。 


